
FuelEU Maritime：BIMCOの新条項とその影響

FuelEU Maritime規則の施行が2025年1月1日に迫るなか、BIMCOはこの複雑な規則を、船主と傭船者が容易に
理解・採用できるシンプルかつ公正な形で速やかに条項化するという難題を抱えていました。
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本情報は一般的な情報提供のみを目的としています。発行時において提供する情報の正確性および品質の保証には細心の注意を払っていますが、Gard は本情

報に依拠することによって生じるいかなる種類の損失または損害に対して一切の責任を負いません。本記事の内容は専門的助言を構成するものではなく、当

該情報への依拠は全て利用者の責任において行われるものとします。Gard ASならびにその関連会社（ガードジャパン株式会社を含む）、代理人および従業員

は、提供された情報への依拠により生じるいかなる種類の損失、費用または損害についても、それがGard AS、その株主、コレスポンデントまたはその他の寄

稿者のいずれを情報源とするかを問わず、一切の責任を負わないものとします。

また、本情報は日本のメンバー、クライアントおよびその他の利害関係者に対するサービスの一環として、ガードジャパン株式会社により英文から和文に翻

訳されております。翻訳の正確性については十分な注意をしておりますが、翻訳された和文は参考上のものであり、すべての点において原文である英文の完

全な翻訳であることを証するものではありません。したがって、ガードジャパン株式会社は、原文との内容の不一致については、一切責任を負いません。翻

訳文についてご不明な点などありましたらガードジャパン株式会社までご連絡ください。



ボルチック国際海運協議会（BIMCO）のFuelEU Maritime（以下「FuelEU」）条項がついに
発公表されました。船主と傭船者は傭船契約を交わす際、この条項をベースにすることで、
コンプライアンス・バランスや関連諸費用の処理精算方法をにつき合意を形成し決めやすく
なります。とはいえ、Ā条項はすべてを事細かにāバーしているわĂではないため、傭船契
約にそのままăĄするą合に注意しなĂれĆならない問題があります。本記事では、こうし
た問題や、ć本文言へのĈ記・ĉ正のĊċがČましい点について解čします。

代替燃料

Ďcď項の目的は、傭船者がFuelEUをĐđするために本船にバイĒēĔなどの代ĕēĔを供Ė
できるようにすることです。バイĒēĔを含むGėGĘęのĚいēĔの供Ėを契約でěめる
と、それにĜう速ĝ保証、性Ğ保証、ēĔğスĠックのĉ正、ą合によっては、ēĔ供Ėに
Ĝうġ運Ģ、ģンクのクĤーĥンĦ ／ ħĨĩĪに関する規īや、それらのĬ業にかかる時
ĭ・費用の負Įに関するĄり決めのĉ正がįİになるため、注意がįİです。代ĕēĔをı
用するą合は、船Ĳ協会とĳンジンメーāーのĴěを船主の船ĵ保Ķ者からķめられるĸĞ
性があるため、Ąり決めにあたってはまずĹ者のĺ解をĻいておくとよいでしļう。

本船引渡時のコンプライアンスバランスの報告

Ďaď項は、「船主は、報Ľľĭ（ĿeŀŁrtiłŃ ńeriŁd）Ņņ2ľ分の本船のコンプライアンス・
バランスをŇň時に傭船者に報ĽしなĂれĆならない」とのŉを規īしています。「報Ľľ
ĭ」は、1月1日から12月Ŋ1日までとīŋされています。

Ō年以ōにŎŏが発生したą合のŐ算方法を傭船者がőŒできるよう、コンプライアンス・
バランスを明確にすることがįİです。FuelEUでは、コンプライアンス・バランスが2年以
上連œでŔイŕスになったą合、1年目は10Ŗ、2年目以ōは20Ŗと、本船にŗされるŎŏŘ
が上řせされます。そのため傭船者は、ŎŏŚŘのĤスクをőŒするために、それまでのコ
ンプライアン・スバランスに関する明確な情報をįİとします。

ś年にŜの傭船者に傭船されていた際にコンプライアンス・バランスがŔイŕスになった船
ĵを傭船して、ŝ年もŔイŕスになったą合、2年目のŝ年はŎŏŘが1ŞŚしになります。
しかし、その原şはśの傭船ľĭŠのšŢにもあります。したがって傭船者としては、その
ような船ĵを傭船するą合は、ŞŚ分を負Įしないという条ţで交Ťしたいとこťです。



コンプライアンス・バランスの計算

Ďdď項の文言は、「船主は、傭船ľĭŠのŦŧ海ŨũŪ15日以内に、Āū年Šのコンプライ
アンス・バランスのŬŭを傭船者にŮůする」とのŉを規īしています。コンプライアン
ス・バランスがŔイŕス（本船がGėGĘę上ŰűをŲえて運ŧしたため、Ŏŏが発生してい
る）のą合、船主は、そのŐ算内容を「ųŴしたŵŶ者のĊ証」をħĂたうえで傭船者に提
ŷしなĂれĆなりません。注記（EŸŀlałatŁrŹ źŁteŻ）には、このĊ証はどのサービス事業
者が行ってもよいとありますが、船主がżんだĊ証者が本当に「ųŴしたŵŶ者」にあたる
かをめŽってžいがſきるĸĞ性もあります。この条項は、Ŏŏ発生のƀ拠とするために船
主のŐ算内容のĊ証をķめているので、船主はĊ証がƁ切に行われるようにしなĂれĆなり
ません。契約を交わす際は、Ċ証費用の負Į方法（Ƃ船ƃを決めた傭船者Ƅの負Įとする
か、ƅに船主ƄのランĥンĦコストとするか）に関する規īもƆりƇんだƈうがよいでしļ
う。

本船をƉ傭船にŷすą合、傭船者はƉ傭船者ともめないよう、船主のŐ算ƊƋを確īしたƌ
ƍĝのあるものとするようĄり決めたƈうがよいでしļう。

追加費用（Surcharge）の支払い

Ďdď項は、「本船がFuelEUでīめるGėGƎŷĘęをŲえてEUƏEEAƐ内をŧ行したą合は傭船
者がĈƑ費用（SurcƒarŃe）をƓ払う」と規īしています。SurcƒarŃeとは、GėGĘę規Ɣ
のŲŅによって本船にƓ払ŋƕが生じたŎŏŘのことです。傭船者から船主へのSurcƒarŃe
のƓ払時ľは、Ĺ者のĭでƖƗに決めることができます。ĎƘď項は、「Ɠ払いは月ごともしく
はŧ海ごと、またはƙ船時をżƚできるが、ƛくともŌ年のƜ月Ɲ日までとする」と規īして
います。この時点までに、船主はFuelEUに関するƞŨ的な負ƟŘのŐ算・Ċ証ƊƋをħĂ
Ąっているはずです。



Ɠ払いの条ţやľŰは交ŤĸĞですが、傭船ĔのƞŨ精算時までƓ払いをƃƠĆしするą
合、船主はơŘのƢĮ保Ɵƣを抱えてしまうĸĞ性があるため、注意がįİです。「Ŏŏは
まだ確īしておらずš際にƓ払ったわĂでもないのに、Ɠ払いにƤ当するƥŏを船主に供Ė
するįİはない。」と傭船者は主Ʀするかもしれませんが、船主がīľ傭船者にこのような
形でơŘのƧƨを行う費用は他にありません。こうした問題に対処すべく、ĎŃď項では、船主
から傭船者へのĈƑ費用の払いƩし条ţを規īしています。ƪなくとも傭船者としては、Ɖ
傭船ƃとのƓ払い条ţが船主との合意条ţにįず一致するようƫƬすべきです。

月ごともしくはŧ海ごとにƓ払うことにしたą合、BIMCO条のFuelEU項では「ĈƑ費用が
Ɠ払われなかったą合、船主は傭船契約でīめるƭƕの提供をŠƮできる」となっていま
す。これは、一Ưの傭船者が契約へのăĄをưったBIMCOのEUƱEƲS条項の業ƕƳ行のŠƮ
規īとƴています。傭船者としては、このĈƑ費用のƓ払いをƞŨ傭船ĔのƓ払時までŇき
ƠĆすことができさえすれĆ、ƭƕ提供のŠƮĤスクをƵƶできます。

バンキング／プーリング

Ďiď項は、「傭船者は、BIMCO条項にćƷいてコンプライアンスバランスのバンƸンĦまたは
プーĤンĦを船主にƹƺするƣ利をƻする」と規īしていますが、このƣ利は、傭船ľĭが
報ĽľĭのƞƼからƞŪまで、つまり1月1日ƽ12月Ŋ1日までœいているą合にŰられます。
したがって、202ƾ年2月から202Ɯ年11月までの傭船契約のą合、条項の文言をĉ正しないŰ
り、傭船者はコンプライアンス・バランスのプラス分をバンƸンĦ  ／ プーĤンĦすること
はできません。これはおそらく、バンƸンĦ ／ プーĤンĦの決īƣについて複ƿの傭船者
ĭでƣ利のǀ複が生じないよう、船主（および原傭船者）の注意をİする事ǁをĺǂした規
īでしļう。バンƸンĦ ／ プーĤンĦの決īƣをǃてる傭船者は1年につき1者にŰられる
ためです。

傭船者がバンƸンĦ ／ プーĤンĦのš施ƥǄをƻするą合、船主は傭船者のƹƺに従って
š施しなĂれĆなりません。ƔǅĤスクがあるなどの理ƗでプーĤンĦのǆǇƣをǈ保した
ĂれĆ、船主はǆǇƣをǈ保するŉを条項に明記するįİがあります。文言には、バンƸン
Ħ ／ プーĤンĦのš施にかかる一切の費用は傭船者の負Įとなるŉが明記されています。
しかし、規īはされていないものの、バンƸンĦ ／ プーĤンĦのためにįİな一切の情報
を傭船者が船主に提供することもǉƺされているとǊわれます。



プーĤンĦに関する合意がš際どのようにĄり交わされるのかはǋ時点でも不明です。その
ため、BIMCO条項でも、コンプライアン・スバランスのプラス分をプーĤンĦして船主が
プーĤンĦƃからその対ǌをħĂĄったą合、船主から傭船者へ払いƩすべきか、そのą合
払いƩし方法をどうすべきか、あるいは、プーĤンĦの対ǌが傭船者にǍǎƓ払われるよう
にすべきか、という点は明記されていません。そのため、この点についても文言や規īのĈ
Ƒがįİになるでしļう。BIMCOの注記には、「プーĤンĦによる利Ǐが発生したą合は傭
船者がħĂĄるべき」とǐかれていますが、条項にはこの点に関する規īが明記されていな
いようです。

BIMCO条項には、本船のコンプライアンス・バランスがǑǒにプラスになったą合のǓしい
規īがありません。そのため、プラスがĺƇまれるą合は、その処理方法（およびプーĤン
Ħするą合の方法）をよくĊċすることがǔǕされます。規īがないą合、どのようなƣ利
がƧえられるのかを明確にするよう傭船者からķめられるĸĞ性があります。

船主は、Ɩ社方ǖとしてǗīのプールに本船をƑĨさせたいą合、プーĤンĦの決īƣŰを
傭船者にǘƧしているBIMCO条項の規īをĉ正するįİがあります。ĉ正する際は、コンプ
ライアンス・バランスのプーĤンĦ費用の負Į者、傭船者によるプーĤンĦ費用の払いƩし
のƻƢと方法、コンプライアンス・バランスのプーĤンĦで生じた利Ǐの分Į方法について
Ąり決めるįİがあります。

ボローイング

ボǙーインĦは、傭船ľĭが報Ľľĭ連œ2ľ以上にǚǛą合にŰりĸĞです（Ďlď項の規
ī）。したがって、ǜえĆ傭船者が202ƾ年のコンプライアンス・バランスのŔイŕス分をŌ
202Ɯ年分からśǝりするためには、傭船ľĭが202ƾ年1月1日から202Ɯ年12月Ŋ1日までœい
ていなĂれĆなりません。傭船者は、傭船ľĭのƞŨ年にボǙーインĦすることはできませ
ん。ƞŨ年は、śǝりで生じたŔイŕス分の処理対ǞのためにあるǟęのǠǡを船主にƧえ
るįİがあるためです。

ボǙーインĦの上ŰはǋǢ、当該年のGėGĘę上Űの2Ŗまでとなってはいますが、Ŕイŕ
ス分が一īűをŲえたą合はボǙーインĦできなくなるよう、船主はボǙーインĦ上Űの規
īを条項に含めておいたƈうがよいでしļう。



コンプライアンス・バランスのプラス分

傭船契約が複ƿ年にわたり、ƞƼのƿ年でコンプライアンス・バランスのプラス分が生じた
ą合、そのプラス分をǣりの契約年のためにバンƸンĦしておきたい、プーĤンĦして利Ǐ
をǤたいなど、プラス分のメĤットをƞǑŰǥħしたいと傭船者がǊうのは当Ǧのことで
しļう。しかしǜえĆ、ある傭船者が202Ɲ年Ɯ月まで傭船し、その年の1ƽƜ月までにプラス
分が発生しているą合など、1年のǧŠまでに発生したプラス分はどうǨえĆよいのでしļ
うか。その傭船者が1ƽƜ月に生じたプラス分の処理方法をƹƺできる契約になっていると、
ǩの傭船者は、ƖǪがその年のƝƽ12月にǫいだプラス分の処理方法を決めるƣ利がなく
なってしまいます。ĀǬの問題は、わずかƿか月の傭船ľĭŠにプラス分が生じるような傭
船契約でもſこるでしļう。

この解決ǭとしてBIMCOがǮĂたのがĎmď項です。ただし、Ɠ払ŘについてはĹ者でĄり決
めなĂれĆなりません。Ďmď項では、あらかじめĄり決めたƅǌ（上Űも契約でǮī）でプ
ラス分のŏŘを船主が傭船者にƓ払うことになっています。船主にとってこの方式が難しい
のは、プラス分のš際ǌűがǯ明するśに、また、ƥŏをǤるśに、Ąり決めたŏŘを傭船
者にƓ払わなĂれĆならないĸĞ性があるという点です。傭船者としても、ħĄŘがš際に
ǫいだプラス分のǌűよりƪなくなるのはǰましくないでしļう。これについては、複雑に
はなってしまいますが、プラス分のš際ǌűのǱŘがǤられてから傭船者にƓ払うという方
法が代ǲとして考えられます。

まとめ

BIMCO条項は、FuelEU規則のさまǳまなƔęをどうすれĆ傭船契約上でǴĞさせられるか
Ċċするためのたたきǵです。業Ƕとしても規則のš際の運用についてまだ分からない点が
あるため、この条項は契約交Ťの際にǷ利ではあるものの、ǸもがǱǹできるǺĞな内容に
はなっていません。そのため、EUƏEEAƐ内をŧ行する船ĵの利用方法についてŦ当事者が
ǃつĥーǻやŐǼに合うよう、ŝŪも条項のĉ正点をǽǀに考えていくįİがあります。

本記事のǾǿにあたっては、GardのȀŁuiŻ Sƒeŀƒerdȁ、źeil ėełderŻŁłȁ、Ȃ下ȃȁ、
ȄameŻ ėaȅeŻȁの協ĝをǤました。
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